
給与所得について年末調整を受けた方で、ほかに外国で生じた利子
所得がある場合

青色申告者は、
青色の文字を
○で囲みます

明治・・｢1｣
大正・・｢2｣
昭和・・｢3｣
平成・・｢4｣

○ 黒字の場合…
 100円未満の端数
 を切り捨てた金
 額（黒字の金額
 が100円未満の場
 合は「０」を記
 入）
○ 赤字の場合…
 金額の頭に「△」
 または「-」をつ
 けてそのままの
 金額を記入

該当する事
項がある方
のみ記入

外国税額控除を受ける方の記載例

「平成２１年分所得税の確定申告の手引き　確定申告書Ｂ用」
「平成２１年分所得税の確定申告の手引き　確定申告書Ｂ用」

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2009/index.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2009/index.htm


外国税額控除を受ける方の記載例

◎　給与所得者や公的年金等の雑所得のある方は、支払者から受領した「給与所得の源泉徴収票（原本）」
 や「公的年金等の源泉徴収票（原本）」を申告書第二表の裏面に添付して提出しなければなりません。

◎　事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行っている方は、総収入金額及び必要経費の内訳
 を記載した「青色申告決算書」や「収支内訳書」を申告書と一緒に提出しなければなりません。

◎　退職所得以外の各種の所得金額の合計額が2,000万円を超える方は、平成21年12月31日現在の財産の種類
 や数量、価額、債務の金額などの明細を記載した「財産及び債務の明細書」を申告書と一緒に提出する必
 要があります。

ドイツ国内で生じた利子

 収入金額7,500ユーロ 所得金額7,500ユーロ 税額750ユーロ

 契約満了及び支払日 21.7.17

 上記支払日の為替レート 132.38円/ユーロ

（参考）「給与所得の源泉徴収票」

((特定増改築等)
住宅借入金等特別控除)

※　記載例中における社会保険料の金額は、実際の金額とは異なります。
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外国税額控除を受ける方の記載例

（参考）【外国税額控除に関する明細書】
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外国税額控除を受ける方の記載例

（参考）【外国税額控除に関する明細書】




